
1　事業の概要

①　成果目標（H26)

②　事業内容

　一般財源

　県　債

　国庫支出金

　その他

 決　　算　　額（B）

 職員数（人）

 概算人件費 （Ｃ）

２　今後の事業の方向性

予

算

額

前年度繰越

114 110

0 0 0 0

□ 事業を実施しない □ 事業を見直して実施 ■ 事業を現行どおり実施

今後、事業

をどのよう

にしていき

たいか

幼保連携型認定こども園の適正な認可等を行うため審議会を引き続き実施していく。

目標に対

する成果

の状況

審議会を設置・開催し、新制度における幼保連携型認定こども園を３施設認可した。

 概算事業費（B（A）+C） 0 0 12,488 12,497

0 12,387

事

 

業

 

コ

 

ス

 

ト

区　　分（単位：千円） 24年度 25年度

Aの

財源

0 114

概　算

人件費

1.50 1.50

0

101

12,387

110

合計（A) 0 110

26年度26年度26年度26年度 27年度

当初予算

補正予算 114

成果目標・

事業内容

（単位：千円）　

項目 実施方法 H26事業実績

H26 H27

（当初） （決算） （当初）

幼保連携認定こども園の認定

等に関する審議会の設置

直接

新制度における幼保連携型認定こども園の設置認可

等に関する調査審議

－ 101 110

県が関与

する理由

県でなければ実施不可（法令等義務）

【左記の説明、根拠法令等】

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第25条

課・室 こども・家庭課

総合５か年

計画

プロジェクト  E-mail kodomo-katei@pref.nagano.lg.jp

施策の総合的展開

７－２　子育て先進県の実現

目指す姿

現状

（予算編成

時）

県民との協働による実施： 検討中

110

新たな幼保連携型認定こども園の設置等の認可、事業の停止もしくは認可の取消しに係る調査審議を行う審議委員会を設置することで、

公正で透明な県政を推進する。

認可幼稚園と認可保育所とが連携して一体的な運営を行う型の幼保連携型認定こども園は、幼稚園部分を学校基本法により県が認可、

保育所部分を児童福祉法により県が認可、更に認定こども園として認定こども園法により県が認定する必要があり、複雑な手続きであった

が、子ども・子育て支援新制度では認可・指導監督や財政措置が一本化される。

成果目標の達成状況

項目

事業番号 04 10 36 事業改善シート （26年度実施事業分）　　□予算要求　　□当初予算案　　□補正予算案　　　■点検

事　業　名 幼保連携型認定こども園審議会幼保連携型認定こども園審議会幼保連携型認定こども園審議会幼保連携型認定こども園審議会
担

当

課

部局 県民文化部

３　子育て支援体制の充実 実施期間 H26 ～

審議会を設置・開催し、子ども・子育て支援新制度における幼保連携型認定こども園の認可等を行う。

Ｈ26
H27

目標

H25末

（実績）
目標 成果 達成状況

合計 0 101


